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                                                        令和２年３月３日 
                                                        青森県危機管理局 
                                                        原子力安全対策課 

青森県地域防災計画（原子力災害対策編）について 

 

青森県地域防災計画（原子力災害対策編）は、昭和４７年に作成して以降、国の防災体制の枠組

みの変更、対象施設の追加等に合わせて修正を行ってきたところである。 

  同計画の直近の修正は平成３０年３月に実施し、原子力災害対策指針等の各種計画の改正を踏

まえ、核燃料施設等に係る防護対策や原子力災害医療体制の整備等に係る内容や県の組織体制を反

映した。 

なお、原子力災害対策指針の各種計画改正を踏まえた修正や所要の改正を行うため、次年度中に

同計画の修正を予定している。 

 

【平成３０年３月の修正により反映した内容】 

（１）核燃料施設等に係る防災対策の具体化 

・ＭＯＸ燃料加工工場及び使用済燃料貯蔵施設を対象として追加 

・原子燃料サイクル施設、六ヶ所保障措置分析所、リサイクル燃料備蓄センターにおける原

子力災害重点区域の明確化 

（２）情報収集事態について追記 

（３）避難退域時検査・簡易除染の実施について明記 

（４）原子力災害医療体制の整備 

・原子力災害拠点病院の指定、原子力災害医療協力機関の登録等の原子力災害医療体制及び 

 原子力災害医療活動に関する事項を追記    

（５）予測的手法から実測値の重視へ 

・実測値に基づき、避難や一時移転を判断することに伴う予測的手法関係（緊急時迅速放射 

 能影響予測システム）に関する記載の見直し 

（６）自然災害との複合災害発生時の防護措置の考え方 

  ・地震、津波、暴風雪との複合災害の場合におけるＰＡＺ内及びＵＰＺ内の対応を追記 

（７）「東通原子力発電所の原子力災害時における広域避難の基本的な考え方」の反映 

・広域避難における市町村間の調整について記載 

（８）青森県防災対策強化検討委員会を踏まえた見直し 

・原子力災害時の県の活動体制の明確化 

・県の災害対策本部の組織等について、自然災害に準じ、原子力災害対策等に必要な人員の 

調整を図る旨明記 

（９）その他所要の修正 

  ・原子力災害に係る自衛隊の災害派遣の手続の明確化 

  ・原子力災害に係る緊急消防援助隊の応援要請の手続の明確化 

  ・放射線防護対策施設の記載について明記 

  ・ＵＰＺ外の防護措置については、必要に応じてＵＰＺと同様の緊急事態応急対策を実施す 

ることについて記載 

  ・県の組織改正の反映、記載の明確化、字句の修正等 
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令和２年３月３日 
青森県危機管理局 
原子力安全対策課 

 
第８回東通地域原子力防災協議会作業部会以降に締結した協定について 

 
１ 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定に係る運用細則 

（１）運用細則締結年月日  
   平成３０年１０月２２日 
（２）協定締結の相手方 
   公益社団法人 青森県トラック協会 
（３）概要 

県では、災害時における物資等の緊急輸送については、公益社団法人青森県トラック協会と協定

を締結（締結年月日：平成１０年４月１７日）し、対応していたところ。 
原子力災害時等においても、必要な物資を円滑に輸送できる体制を構築するため、以下の内容に

係る運用細則を締結した。 
  ＜運用細則の主な内容＞ 

ア 原子力災害時において事業者の運転手等が協定に基づく業務を実施するのは、平常時の一般公

衆の線量限度である１ミリシーベルトを下回る場合に限るものとする。 

イ 県は、トラック事業者の円滑な輸送業務に資するため、放射線防護資機材の確保等必要な安全

確保対策を実施する。 

 
２ 災害時等におけるタクシーによる人員の輸送等に関する協定 

（１）協定締結年月日 
   平成３１年１月１７日 
（２）協定締結の相手方 
   一般社団法人 青森県タクシー協会 
（３）概要 
   県では、災害時における被災者等、災害応急対策実施に必要な人員・資機材、ボランティアの輸

送及びタクシー無線を活用した連絡網の確保等について、一般社団法人青森県タクシー協会と協定

を締結した。 
原子力災害時等においても、人員等を円滑に輸送できる体制を構築するため、以下の内容に係る

運用細則についても併せて締結した。 
  ＜運用細則の主な内容＞ 
  ア 原子力災害時において事業者の運転手等が協定に基づく業務を実施するのは、平常時の一般公

衆の線量限度である１ミリシーベルトを下回る場合に限るものとする。 
イ 県は、タクシー事業者の円滑な輸送業務に資するため、放射線防護資機材の確保等必要な安全

確保対策を実施する。 
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３ 災害時における青森県市町村相互応援に関する協定 

（１）協定締結年月日 
   平成３０年１２月６日 
（２）協定締結の相手方 
   県内全市町村 
（３）概要 
   県内市町村は、平成１８年９月に「大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定」を締結

していたが、運用方法などが明確になっていないことから、実災害時の円滑な応援実施に向けて、

市町村と連携して見直しをした結果、青森県と県内全市町村との間で、「災害時における青森県市

町村相互応援に関する協定」を締結した。 
 ＜協定の主な内容＞ 
  ア 県も協定締結当事者となり、主体的な関与及び役割を明確化（応援調整は県が行う） 
  イ 各市町村に、物資の備蓄や訓練の実施を求める。 
  ウ 協定の運用に当たっては、新たに「青森県市町村相互応援協定運用マニュアル」を作成 
 

以上 
 
 
 

別添１ 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定（平成１０年４月１７日） 
別添２ 原子力災害時等におけるトラックによる物資等の輸送に関する運用細則 

（平成３０年１０月２２日） 
別添３ 災害時等におけるタクシーによる人員の輸送等に関する協定（平成３１年１月１７日） 
別添４ 原子力災害時等におけるタクシーによる人員の輸送等に関する運用細則 

（平成３１年１月１７日） 
別添５ 災害時における青森県市町村相互応援に関する協定（平成３０年１２月６日） 
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